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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
 (注)１.売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２.純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第46期中 第47期中 第48期中 第46期 第47期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 47,433 54,396 51,652 97,942 107,784

経常利益 (百万円) 4,984 6,117 5,501 10,531 12,063

中間(当期)純利益 (百万円) 3,154 4,017 2,858 6,798 8,133

純資産額 (百万円) 52,913 61,236 70,080 57,313 66,478

総資産額 (百万円) 94,175 102,303 106,746 96,756 104,661

１株当たり純資産額 (円) 654.48 747.48 851.68 706.06 809.62

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 39.06 49.54 35.18 83.63 100.25

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 38.88 49.19 35.02 83.05 99.61

自己資本比率 (％) 56.2 59.2 64.8 59.2 62.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,858 6,352 3,471 10,499 13,585

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,289 △1,728 △4,495 △7,608 △4,847

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,562 △1,799 △2,138 △866 △4,184

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 23,422 26,680 26,053 23,725 28,787

従業員数 (人) 5,820 5,966 5,832 6,079 6,145



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
 (注)１.売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２.純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第46期中 第47期中 第48期中 第46期 第47期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 38,870 32,288 33,356 75,075 63,144

経常利益 (百万円) 2,304 2,057 2,755 4,060 3,368

中間(当期)純利益 (百万円) 1,437 1,381 1,260 2,567 2,344

資本金 (百万円) 11,635 11,635 11,635 11,635 11,635

発行済株式総数 (千株) 82,623 82,623 82,623 82,623 82,623

純資産額 (百万円) 40,448 42,106 43,256 41,347 42,686

総資産額 (百万円) 73,125 69,806 69,476 68,889 67,984

１株当たり純資産額 (円) 500.31 517.89 529.63 509.25 523.95

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 17.80 17.03 15.51 31.32 28.90

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 17.72 16.91 15.45 31.10 28.71

１株当たり配当額 (円) 6.00 6.00 7.50 12.00 15.00

自己資本比率 (％) 55.3 60.1 61.9 60.0 62.6

従業員数 (人) 640 652 636 625 635



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数であります。 

２ 全社(共通)は、当社の全社管理部門及び研究開発部門であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

電子・機能部材関連事業 4,857

包装資材関連事業 623

建設資材・工事関連事業他 153

全社(共通) 199

合計 5,832

従業員数(人) 636



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、国内におきましては、企業収益の

改善を背景にした民間需要に支えられ、景気は引き続き堅調に推移しました。また、海外におきまして

は、米国ではサブプライムローン問題等の影響もあり、景気の不透明感が広がっておりますが、ユーロ

圏では景気は回復し、アジアでは中国など景気拡大が続いております。 

  当社グループの関連市場につきましては、電子部品用包装資材関連分野では、半導体関連市場が拡大

し好調に推移しましたが、電子・機能部材関連分野では、携帯電話が新興国向け機種の低価格化により

低迷しました。一般包装資材関連分野では、包装形態の変化などにより、依然、需要の伸びは見られ

ず、また、建設資材・工事関連分野では、公共投資の縮小や住宅着工件数の減少などが続きました。 

このような背景のもとで、当社グループは、経営構造改革に取り組み、生産、販売、購買の各分野で

の業務改革を進めるとともに、グローバルにデータを連係させるための統合業務システム「ＳＭａＲ

Ｔ」を完成させ、国内外で拡販と業務の効率化を進めました。 

しかし、一方では、携帯電話用部品の平均価格の下落、半導体関連容器製造設備への大型投資による

償却負担増、人件費の増及び原料価格の値上がりなどの影響を受けたほか、本年７月には欧州子会社と

の間の取引に関する移転価格の更正を受け、過年度法人税等が発生しました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は516億52百万円（前年同期比27億43百万円、5.0％

減）、営業利益は54億８百万円（前年同期比６億59百万円、10.9％減）、経常利益は55億１百万円（前

年同期比６億16百万円、10.1％減）、中間純利益は28億58百万円（前年同期比11億59百万円、28.9％

減）と前中間連結会計期間に比べ、減収減益となりました。 
  

事業の種類別セグメントの業績概況 

①電子・機能部材関連事業につきましては、キーパッドは、国内携帯電話市場、車載電装品市場は堅

調に推移しましたが、海外携帯電話市場は中国を始めとするアジア勢との価格競争が厳しく、ま

た、汎用機種中心に数量が伸びたことによる平均単価の下落などが影響し、売上げ、利益共に減少

しました。インターコネクターは、液晶用途は堅調に推移しましたが、半導体・携帯電話用途への

採用が進まず、売上げ、利益共に減少しました。ＯＡ機器用部品は、受注が伸び悩み、売上げ、利

益共に減少しました。シリコーンゴム成形品は、電子部品・車載向が大きく伸張し、売上げ、利益

共に増加しました。塩ビコンパウンドは、国内市場が縮小するなか、海外への販売に努め、売上

げ、利益共に横ばいとなりました。 

  この結果、売上高は274億73百万円（前年同期比51億80百万円、15.9％減）、営業利益は28億50

百万円（前年同期比17億40百万円、37.9％減）となりました。 

②包装資材関連事業につきましては、半導体関連容器は、300mmウェーハの輸送容器・工程容器が引き

続き伸張し、売上げ、利益共に増加しましたが、大型設備投資による償却費・人件費の負担増が響

き、利益の伸びは鈍化しました。キャリアテープ関連製品は、電子部品業界、半導体業界が好調に

推移し、売上げ、利益共に増加しました。ラップフィルムは、主力の塩ビストレッチフィルムの需

要減少が緩やかになったことと新製品等の拡販により売上げ、利益共に増加しました。プラスチッ

クシート関連製品は、自動車関連部品の海外需要の増加及び新製品の拡販により売上げ、利益共に

増加しました。 

  この結果、売上高は176億14百万円（前年同期比28億90百万円、19.6％増）、営業利益は30億10

百万円（前年同期比10億11百万円、50.6％増）となりました。 

③建設資材・工事関連事業他につきましては、塩ビパイプ関連製品は、公共投資の縮小による需要の

低迷、及び原油高による原料費の高騰などの影響を受け、売上げ、利益共に減少しました。外装材

関連製品は、建築需要の落ち込みなどの影響により売上げは減少しましたが、利益は若干増加しま

した。工事関連事業は、売上げは減少しましたが原価低減に努め、利益は増加しました。 



  この結果、売上高は65億64百万円（前年同期比４億53百万円、6.5％減）、営業利益は32百万円（前

年同期比１億64百万円の改善）となりました。 
  

所在地別セグメントの業績概況 

①日本につきましては、電子・機能部材関連事業は、売上げは減少しましたが、原価低減に努めるこ

とにより利益は増加しました。包装資材関連事業は、主に半導体関連容器及びキャリアテープ関連

製品の伸びにより売上げ、利益共に増加しました。建設資材・工事関連事業他は、公共投資の縮小

が影響し、売上げは減少しましたが、工事関連の採算向上により、利益は改善しました。 

  この結果、売上高は327億51百万円（前年同期比20億90百万円、6.8％増）となり、営業利益は33

億７百万円（前年同期比14億２百万円、73.6％増）となりました。 

②アジアにつきましては、電子・機能部材関連事業において、携帯電話用途で価格競争の激化と平均

単価の下落が進み、また、ＯＡ機器用部品についても受注が伸び悩んだ結果、売上げ、利益共に減

少しました。 

  この結果、売上高は92億16百万円（前年同期比９億54百万円、9.4％減）となり、営業利益は21

億83百万円（前年同期比８億21百万円、27.3％減）となりました。 

③欧州につきましては、電子・機能部材関連事業において携帯電話市場の価格競争が厳しく、受注が

減少したことにより、売上げ、利益共に大きく落ち込みました。 

  この結果、売上高は54億95百万円（前年同期比22億19百万円、28.8％減）となり、営業利益は２

億63百万円（前年同期比７億70百万円、74.5％減）となりました。 

④北米につきましては、電子・機能部材関連事業において、携帯電話向け需要の減少により、売上

げ、利益共に大きく落ち込みました。 

  この結果、売上高は41億89百万円（前年同期比16億60百万円、28.4％減）となり、営業利益は１

億60百万円（前年同期比３億11百万円、66.0％減）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

より27億34百万円減少し、260億53百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュフロー） 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、34億71百万円（前年同期比28億80百万

円の収入減）となりました。これは、税金等調整前中間純利益56億８百万円、減価償却費22億35百万円

等による資金の増加と、法人税等の支払20億62百万円、その他21億63百万円等による資金の減少による

ものであります。 

（投資活動によるキャッシュフロー） 

当中間連結会計期間における投資活動による資金は、当社及び生産子会社における有形固定資産の取

得による支出42億６百万円等により、44億95百万円の減少（前年同期比27億67百万円の支出増）となり

ました。 

（財務活動によるキャッシュフロー） 

当中間連結会計期間における財務活動による資金は、長短借入金の返済による支出14億22百万円及び

配当金の支払７億30百万円等により、21億38百万円の減少（前年同期比３億39百万円の支出増）となり

ました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によって算出しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

受注生産は建設資材・工事関連事業他の一部においてのみ行っており、受注状況は、次のとおりであ

ります。 

  

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 総販売実績に対する割合が10％以上に該当する販売先はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

電子・機能部材関連事業 23,618 89.7

包装資材関連事業 15,979 123.2

建設資材・工事関連事業他 4,883 92.7

合計 44,481 99.8

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

建設資材・工事関連事業他 2,864 105.3 918 76.1

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

電子・機能部材関連事業 27,473 84.1

包装資材関連事業 17,614 119.6

建設資材・工事関連事業他 6,564 93.5

合計 51,652 95.0



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要

な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループ（当社及び連結子会社）の研究開発の基本は、お客様との密接なコミュニケーションを通

して、お客様の潜在ニーズを掘り起こし、お客様に価値ある製品を提供することにあります。 

当社グループの基盤技術としては、シリコーンや各種プラスチック、導電性素材を主材料とした「素材

配合」、「素材応用」、「複合化」、「評価」及び「精密成形加工」であり、これらの基盤技術を多面的

に組み合わせ、幅広い分野でお客様のニーズにお応えしていくことを研究開発の使命と考えております。

具体的には、エレクトロニクス分野では、当社製品のキーパッド、インターコネクター、半導電ロールな

どに用いられている導電性加工技術が、お客様の製品の高付加価値化に貢献しております。また、半導体

分野では、300mmウエーハを搬送するウエーハケースなどに用いられている高純度な材料評価、精密加工

技術、デザイン技術など複合された技術が、半導体の先端技術をリードするお客様から大きな信頼を得て

おります。 

研究開発体制としては、現業開発においては、各事業部の開発グループが担当しております。横断的な

開発テーマについては、研究開発センター、工学技術グループと各事業部の開発部門とを連携したプロジ

ェクトチーム体制を敷き、マーケット志向の開発をスピーディーに実現する機能的な体制を構築しており

ます。 

新技術の開発にあたっては、企業・大学など研究機関との研究アライアンスを積極的に推進し、特にエ

レクトロニクス分野と半導体分野に研究開発の重点を置き、変化するニーズへの対応力強化と開発のスピ

ードアップを図っております。 

研究開発センターの最近の取り組みの状況は、以下のとおりであります。 

・自動車業界において注目されている燃料電池の発電部に使われるカーボン樹脂セパレータの基本的開発

を終了し、一部試作試験用に採用が始まっております。 

・半導体製造においてICタグを用いたウエーハ後工程履歴管理システムに用いられる樹脂製軽量リングフ

レーム「シンエツライトフレーム」やフレーム容器の市場導入を行っております。 

・最近のウエーハ薄化要求を踏まえた搬送システム「On-Off Jig」を半導体関連メーカーに提案しており

ます。 

・素材関連としてタッチパネルや無機ELなど幅広い応用範囲に可能性を持つ導電性ポリマー「セプルジー

ダ」シリーズを開発し、光学、IT関連のお客様を中心に提案活動を展開しております。 

・高速データ伝送のユビキタス時代を迎え、準ミリ波帯における電磁波対策部材として高周波ノイズ抑制

体の開発を行っております。 

当社グループでは、特許や技術ノウハウなどの知的財産は重要な経営資産であるという認識のもと、社

内啓蒙活動を積極的に行うべく、特許の戦略的出願を目的に全部門の技術開発担当者との連携を図ってお

ります。そのひとつとして、外部講師によるセミナーを継続的に開催しております。さらに、数千件の日

本公開特許を可視化する特許データ解析システム「グレイングロースマップ」を開発しました。会社・分

野別にパテントマップ比較を行うなど、社内外での研究開発活動で幅広く活用されております。 

なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は14億11百万円であり、主に基礎的研究開発及び

電子・機能部材関連事業に関わるものであります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の

計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 320,000,000

計 320,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月18日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 82,623,376 82,623,376
東京証券取引所
市場第一部

―

計 82,623,376 82,623,376 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 平成13年改正旧商法に基づき発行している新株予約権は、次のとおりであります。 

 
（注）新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。 

  

 
（注）新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。 

第２回（平成15年６月27日株主総会特別決議)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

 新株予約権の数(個) 108 93

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 108,000 93,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円)   613 同左

 新株予約権の行使期間
平成15年12月１日
    ～平成20年11月30日

同左

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格              613
資本組入額            307

同左

 新株予約権の行使の条件

権利を付与された者は、当社
の取締役又は使用人たる地位
を失った後も、これを行使す
ることができる。また、権利
を付与された者が死亡した場
合は、相続人がこれを行使す
ることができる。ただし、い
ずれの場合にも当社と付与対
象者との間で締結する契約に
定める条件による。

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

権利を付与された者は、付与
された権利を第三者に譲渡、
質入れその他の処分をするこ
とができない。

同左

 代用払込みに関する事項 － －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

第３回（平成16年６月29日株主総会特別決議)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

 新株予約権の数(個) 282 282

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 282,000 282,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) 663 同左

 新株予約権の行使期間
平成16年12月１日
    ～平成21年11月30日

同左

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格              663
資本組入額            332

同左

 新株予約権の行使の条件

権利を付与された者は、当社
の取締役又は使用人たる地位
を失った後も、これを行使す
ることができる。また、権利
を付与された者が死亡した場
合は、相続人がこれを行使す
ることができる。ただし、い
ずれの場合にも当社と付与対
象者との間で締結する契約に
定める条件による。

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

権利を付与された者は、付与
された権利を第三者に譲渡、
質入れその他の処分をするこ
とができない。

同左

 代用払込みに関する事項 － －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －



 
（注）新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。 

第４回（平成17年６月29日株主総会特別決議)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

 新株予約権の数(個) 395 395

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 395,000 395,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) 937 同左

 新株予約権の行使期間
平成17年12月１日
    ～平成22年11月30日

同左

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格               937
資本組入額             469

同左

 新株予約権の行使の条件

権利を付与された者は、当社
の取締役、使用人又は関係会
社の取締役の地位を失った後
も、これを行使することがで
きる。また、権利を付与され
た者が死亡した場合は、相続
人がこれを行使することがで
きる。ただし、いずれの場合
にも当社と付与対象者との間
で締結する契約に定める条件
による。

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

権利を付与された者は、付与
された権利を第三者に譲渡、
質入れその他の処分をするこ
とができない。

同左

 代用払込みに関する事項 － －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －



② 会社法に基づき発行している新株予約権は、次のとおりであります。 

 
（注)1 新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。 

2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。  

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）については、新株予約権の割当てを

受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞ

れ交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新

たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限るものとします。  

  

第５回(平成18年８月23日取締役会決議)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

 新株予約権の数(個) 3,050 3,050

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 305,000 305,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,838 同左

 新株予約権の行使期間
 平成18年12月１日
   ～平成23年11月30日

同左

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格             1,838
資本組入額             919

同左

 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、次のいず
れにも該当しなくなった日
から２年経過した日以後、
新株予約権を行使すること
ができない。

①当社の役員、従業員、相談
役、顧問又は嘱託 

②当社のグループ会社又は当
社が認めた会社若しくは団
体等の役員又は従業員 

(2)新株予約権者が死亡した場
合、新株予約権を相続によ
り承継した者は、承継日か
ら６ヶ月間に限りこれを行
使することができる。

(3)その他の条件は、当社と新
株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は、第三者に対
して、新株予約権の全部又は
一部につき、譲渡、質入れそ
の他一切の処分をすることが
できない。

同左

 代用払込みに関する事項 － －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
 関する事項

 (注)２ 同左



 
（注)1 新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。 

2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。  

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）については、新株予約権の割当てを

受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞ

れ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新

たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限るものとします。  

  

第６回(平成18年６月29日株主総会特別決議)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

 新株予約権の数(個) 1,100 1,100

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 110,000 110,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,838 同左

 新株予約権の行使期間
 平成18年12月１日
   ～平成23年11月30日

同左

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格             1,838
資本組入額             919

同左

 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、次のいず
れにも該当しなくなった日
から２年経過した日以後、
新株予約権を行使すること
ができない。

①当社の役員、従業員、相談
役、顧問又は嘱託 

②当社のグループ会社又は当
社が認めた会社若しくは団
体等の役員又は従業員 

(2)新株予約権者が死亡した場
合、新株予約権を相続によ
り承継した者は、承継日か
ら６ヶ月間に限りこれを行
使することができる。

(3)その他の条件は、当社と新
株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は、第三者に対
して、新株予約権の全部又は
一部につき、譲渡、質入れそ
の他一切の処分をすることが
できない。

同左

 代用払込みに関する事項 － －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
 関する事項

 （注）２ 同左



 
（注)1 新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。 

2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。  

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）については、新株予約権の割当てを

受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞ

れ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新

たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限るものとします。 

 

  

第７回(平成19年６月28日株主総会特別決議)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

 新株予約権の数(個) 1,250 1,250

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 125,000 125,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,643 同左

 新株予約権の行使期間
 平成19年12月１日
   ～平成24年11月30日

同左

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格             1,643
資本組入額             822

同左

 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、次のいず
れにも該当しなくなった日
から２年経過した日以後、
新株予約権を行使すること
ができない。

①当社の役員、従業員、相談
役、顧問又は嘱託 

②当社のグループ会社又は当
社が認めた会社若しくは団
体等の役員又は従業員 

(2)新株予約権者が死亡した場
合、新株予約権を相続によ
り承継した者は、承継日か
ら６ヶ月間に限りこれを行
使することができる。

(3)その他の条件は、当社と新
株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は、第三者に対
して、新株予約権の全部又は
一部につき、譲渡、質入れそ
の他一切の処分をすることが
できない。

同左

 代用払込みに関する事項 － －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
 関する事項

 （注）２ 同左



 
（注)1 新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。 

2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。  

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）については、新株予約権の割当てを

受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞ

れ交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新

たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限るものとします。  
    

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

第８回(平成19年７月24日取締役会決議)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

 新株予約権の数(個) 3,400 3,400

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 340,000 340,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,643 同左

 新株予約権の行使期間
 平成19年12月１日
   ～平成24年11月30日

同左

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格             1,643
資本組入額             822

同左

 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、次のいず
れにも該当しなくなった日
から２年経過した日以後、
新株予約権を行使すること
ができない。

①当社の役員、従業員、相談
役、顧問又は嘱託 

②当社のグループ会社又は当
社が認めた会社若しくは団
体等の役員又は従業員 

(2)新株予約権者が死亡した場
合、新株予約権を相続によ
り承継した者は、承継日か
ら６ヶ月間に限りこれを行
使することができる。

(3)その他の条件は、当社と新
株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は、第三者に対
して、新株予約権の全部又は
一部につき、譲渡、質入れそ
の他一切の処分をすることが
できない。

同左

 代用払込みに関する事項 － －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
 関する事項

 (注)２ 同左



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注)１ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、

信託業務に係るものであります。 

  ２ バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社から平成17年12月27日付で、「大量保有変更

報告書」の「訂正報告書」の提出があり、平成17年９月30日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を

受けておりますが、当社として当中間期末現在における実質所有状況の確認ができないので、上記表には含め

ておりません。 

 保有状況 3,206千株、株式保有割合 3.88% 

  ３ モルガン・スタンレー証券株式会社から平成19年10月5日付で、「大量保有変更報告書」の提出があり、平成

19年９月28日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間期末現在

における実質所有状況の確認ができないので、上記表には含めておりません。 

  保有状況 5,031千株、株式保有割合 6.08% 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

－ 82,623 － 11,635 － 10,469 
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目６番１号 42,986 52.02

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,511 4.25

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 3,500 4.23

信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町四丁目３番５号 1,368 1.65

シティバンク ホンコン  
エス／エイ ファンド115  
(常任代理人 シティバンク銀行  
株式会社)

MINISTRIES  COMPLEX-BLOCK  NO.3,13001 
SAFAT,KUWAIT  
(東京都品川区東品川二丁目３番14号) 
 

1,255 1.51

モルガン・スタンレーアンド 
カンパニーインク 
（常任代理人 モルガン・ 
スタンレー証券株式会社）

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, 
U.S.A. 
（東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号 恵
比寿ガーデンプレイスタワー）

1,056 1.27

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 960 1.16

ルクセンブルグ オフショア  
ジャスディック レンディング 
アカウント 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行 兜町証券決
済業務室）

WOOLGATE  HOUSE  COLEMAN  STREET  LONDON 
EC2D 2HD ENGLAND 
 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
 
 

938 1.13

ピージージーエム 
 
(常任代理人 シティバンク銀行
株式会社)

KROOSTWEG NOORD 149  P.O.BOX 117 3700AC 
ZEIST NETHERLAND 
(東京都品川区東品川二丁目３番１４号) 
 

687 0.83

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海一丁目８番１１号 618 0.74

計 ― 56,884 68.84



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権40個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式67株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式

1,368,200
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

81,172,600
811,726 ―

単元未満株式
普通株式

82,576
― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 82,623,376 ― ―

総株主の議決権 ― 811,726 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
信越ポリマー株式会社

東京都中央区日本橋本町
四丁目３番５号

1,368,200 ―
 

1,368,200 
 

1.65

計 ― 1,368,200 ― 1,368,200 1.65

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 1,469 1,558 1,694 1,745 1,459 1,368

低(円) 1,351 1,401 1,515 1,441 1,183 1,198



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)

の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間(平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、監査法人原会計事務所により中間監査を

受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 26,952 26,553 28,953

   受取手形及び売掛金 ※４ 30,113 30,974 29,866

   たな卸資産 10,443 11,414 11,040

   その他 4,384 3,981 3,626

   貸倒引当金 △790 △451 △602

  流動資産合計 71,102 69.5 72,472 67.9 72,884 69.6

Ⅱ 固定資産

  1 有形固定資産 ※１

   建物及び構築物 ※
２ 
５ 10,048 10,179 9,873

   機械装置及び運搬具 7,396 7,958 7,168

   土地 ※
２ 
５ 6,730 6,804 6,783

   建設仮勘定 1,198 2,755 1,399

   その他 2,133 27,507 (26.9) 2,718 30,416 (28.5) 2,655 27,881 (26.6)

  2 無形固定資産 219 (0.2) 289 (0.3) 267 (0.3)

  3 投資その他の資産

   投資有価証券 1,344 1,517 1,664

   繰延税金資産 1,359 1,334 1,271

   その他 770 721 697

   貸倒引当金 ― 3,474 (3.4) △4 3,568 (3.3) △5 3,628 (3.5)

  固定資産合計 31,200 30.5 34,274 32.1 31,776 30.4

  資産合計 102,303 100.0 106,746 100.0 104,661 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形及び買掛金 ※４ 22,913 24,770 23,901

   短期借入金 ※２ 3,688 1,485 2,380

   未払法人税等 1,201 1,769 1,025

   未払費用 3,883 1,887 2,615

   賞与引当金 1,645 1,499 1,668

   役員賞与引当金 20 14 46

   設備関係支払手形 ※４ 431 ― 159

   その他 2,910 1,940 2,639

  流動負債合計 36,694 35.8 33,366 31.2 34,437 32.9

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 ※２ 2,889 1,679 2,212

   退職給付引当金 1,090 1,244 1,159

   役員退職慰労引当金 304 353 337

   その他 87 22 36

  固定負債合計 4,372 4.3 3,299 3.1 3,745 3.6

  負債合計 41,067 40.1 36,666 34.3 38,182 36.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   1.資本金 11,635 (11.4) 11,635 (10.9) 11,635 (11.1)

   2.資本剰余金 10,469 (10.2) 10,469 (9.8) 10,469 (10.0)

   3.利益剰余金 39,468 (38.6) 45,210 (42.4) 43,083 (41.2)

   4.自己株式 △1,110 (△1.1) △967 (△0.9) △994 (△1.0)

   株主資本合計 60,462 59.1 66,347 62.2 64,194 61.3

Ⅱ 評価・換算差額等

   1.その他有価証券 
    評価差額金

436 (0.4) 371 (0.4) 442 (0.4)

   2.為替換算調整勘定 △318 (△0.3) 2,484 (2.3) 1,116 (1.1)

   評価・換算差額等 
   合計

118 0.1 2,855 2.7 1,558 1.5

Ⅲ 新株予約権 133 0.2 221 0.2 133 0.1

Ⅳ 少数株主持分 522 0.5 655 0.6 591 0.6

   純資産合計 61,236 59.9 70,080 65.7 66,478 63.5

   負債・純資産合計 102,303 100.0 106,746 100.0 104,661 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 54,396 100.0 51,652 100.0 107,784 100.0

Ⅱ 売上原価 38,759 71.3 37,268 72.2 78,160 72.5

   売上総利益 15,637 28.7 14,384 27.8 29,623 27.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 9,568 17.6 8,976 17.4 17,768 16.5

   営業利益 6,068 11.1 5,408 10.4 11,854 11.0

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 136 194 325

   その他 123 259 0.5 148 343 0.7 131 457 0.4

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 100 46 171

   為替差損 101 194 45

   その他 7 209 0.4 9 250 0.5 31 248 0.2

   経常利益 6,117 11.2 5,501 10.6 12,063 11.2

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 ※２ ― ― 16

   投資有価証券売却益 ― 59 17

   償却債権取立益 ― ― 44

   収用等補償金 ― ― 39

   貸倒引当金戻入益 ― 93 ―

   その他 ― ― ― ― 152 0.3 21 138 0.1

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※３ 63 45 137

   事業再編費用 ※４ ― ― 131

   たな卸資産処分損 ― ― 70

   会員権等評価損 5 ― 5

   その他 ― 69 0.1 ― 45 0.1 7 352 0.3

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

6,048 11.1 5,608 10.8 11,850 11.0

   法人税、住民税及び 
   事業税

2,142 1,552 3,326

    過年度法人税等 ※５ ― 671 ―

   法人税等調整額 △222 1,919 3.5 487 2,711 5.2 239 3,566 3.3

   少数株主利益 111 0.2 38 0.1 149 0.2

   中間(当期)純利益 4,017 7.4 2,858 5.5 8,133 7.5



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

 
 (注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,635 10,469 35,972 △944 57,133

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △486 △486

 役員賞与の支給(注) △34 △34

 中間純利益 4,017 4,017

 自己株式の取得 △182 △182

 自己株式の処分 △0 15 15

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) ― ― 3,495 △166 3,328

平成18年９月30日残高(百万円) 11,635 10,469 39,468 △1,110 60,462

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 509 △329 179 ― 456 57,769

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △486

 役員賞与の支給(注) △34

 中間純利益 4,017

 自己株式の取得 △182

 自己株式の処分 15

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△72 11 △61 133 65 138

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △72 11 △61 133 65 3,466

平成18年９月30日残高(百万円) 436 △318 118 133 522 61,236



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,635 10,469 43,083 △994 64,194

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △730 △730

 中間純利益 2,858 2,858

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 △0 29 29

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) ― ― 2,126 26 2,153

平成19年９月30日残高(百万円) 11,635 10,469 45,210 △967 66,347

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 442 1,116 1,558 133 591 66,478

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △730

 中間純利益 2,858

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 29

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△70 1,368 1,297 87 64 1,448

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △70 1,368 1,297 87 64 3,602

平成19年９月30日残高(百万円) 371 2,484 2,855 221 655 70,080



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,635 10,469 35,972 △944 57,133

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △486 △486

 剰余金の配当(中間配当) △486 △486

 役員賞与の支給(注) △34 △34

 当期純利益 8,133 8,133

 自己株式の取得 △186 △186

 自己株式の処分 △15 136 121

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計(百万円) ― ― 7,110 △49 7,060

平成19年３月31日残高(百万円) 11,635 10,469 43,083 △994 64,194

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 509 △329 179 ― 456 57,769

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △486

 剰余金の配当(中間配当) △486

 役員賞与の支給(注) △34

 当期純利益 8,133

 自己株式の取得 △186

 自己株式の処分 121

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△67 1,446 1,379 133 135 1,648

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △67 1,446 1,379 133 135 8,708

平成19年３月31日残高(百万円) 442 1,116 1,558 133 591 66,478



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間 
 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
 

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純利益 6,048 5,608 11,850

   減価償却費 2,038 2,235 4,771

   退職給付引当金の増加額 107 85 175

   受取利息及び受取配当金 △145 △205 △351

   支払利息 100 46 171

   為替差損 34 138 169

   有形固定資産除却損 63 45 137

   売上債権の増加額 △3,500 △506 △2,502

   たな卸資産の増減額(増加：△) 399 △129 141

   仕入債務の増加額 2,490 219 2,885

   その他 660 △2,163 △609

    小計 8,298 5,375 16,839

   利息及び配当金の受取額 145 205 351

   利息の支払額 △64 △47 △173

   法人税等の支払額 △2,027 △2,062 △3,431

   営業活動によるキャッシュ・フロー 6,352 3,471 13,585

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 ― △335 ―

   有形固定資産の取得による支出 △1,841 △4,206 △4,808

   有形固定資産の売却による収入 34 44 125

   その他 78 2 △164

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,728 △4,495 △4,847

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純減少額 △726 △885 △2,067

   長期借入金の返済による支出 △409 △536 △1,070

   配当金の支払額 △486 △730 △973

   その他 △176 14 △74

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,799 △2,138 △4,184

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 130 429 508

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 2,955 △2,734 5,062

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 23,725 28,787 23,725

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高

26,680 26,053 28,787



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

子会社16社のすべてを連結の

範囲に含めております。

主要な連結子会社名

しなのポリマー㈱

浦和ポリマー㈱

新潟ポリマー㈱

信越ファインテック㈱

信越ユニット㈱

Shin-Etsu Polymer

    America, Inc.

Shin-Etsu Polymer

  (Malaysia)Sdn.Bhd.

Shin-Etsu Polymer

    Europe B.V.

蘇州信越聚合有限公司

なお、従来、非連結子会社で

あった

Shin-Etsu Polymer

     Hong Kong Co.,Ltd.

Shin-Etsu Polymer

    Singapore Pte.Ltd.

を重要性の観点から当中間連

結会計期間より連結の範囲に

含めました。

１ 連結の範囲に関する事項

子会社16社のすべてを連結の

範囲に含めております。

主要な連結子会社名

しなのポリマー㈱

浦和ポリマー㈱

新潟ポリマー㈱

信越ファインテック㈱

信越ユニット㈱

Shin-Etsu Polymer

    America, Inc.

Shin-Etsu Polymer

  (Malaysia)Sdn.Bhd.

Shin-Etsu Polymer

    Europe B.V.

蘇州信越聚合有限公司

Shin-Etsu Polymer

     Hong Kong Co.,Ltd.

  Shin-Etsu Polymer

   Singapore Pte.Ltd.

１ 連結の範囲に関する事項

子会社16社のすべてを連結の

範囲に含めております。

主要な連結子会社名

しなのポリマー㈱

浦和ポリマー㈱

新潟ポリマー㈱

信越ファインテック㈱

信越ユニット㈱

Shin-Etsu Polymer

    America, Inc.

Shin-Etsu Polymer

  (Malaysia)Sdn.Bhd.

Shin-Etsu Polymer

    Europe B.V.

蘇州信越聚合有限公司

なお、従来、非連結子会社で

あった

Shin-Etsu Polymer

     Hong Kong Co.,Ltd.

Shin-Etsu Polymer

    Singapore Pte.Ltd.

を重要性の観点から当連結会

計年度より連結の範囲に含め

ました。

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社が

ないため、該当事項はありま

せん。

       同左               同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社のうち、下記10社の

中間決算日は６月30日でありま

す。

   Shin-Etsu Polymer 

       America, Inc.

   Shin-Etsu Polymer

      (Malaysia)Sdn.Bhd.

   Shin-Etsu Polymer 

       Europe B.V.

   蘇州信越聚合有限公司

   Shin-Etsu Polymer

     Mé xico, S.A.de C.V.

   P.T. Shin-Etsu Polymer

          Indonesia

   信越聚合物(上海)有限公司

   Shin-Etsu Polymer 

       Hungary Kft.

   Shin-Etsu Polymer 

            Hong Kong Co.,Ltd.

      Shin-Etsu Polymer

            Singapore Pte.Ltd.

  中間連結財務諸表の作成に当た

っては、各連結子会社は仮決算

を行わず個々の中間決算日現在

の中間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との差異から生じた

重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

       同左

   

       

 

     

 

    

   

  

    

  

        

  

 

          

      

          

  

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  連結子会社のうち、下記10社の

決算日は12月31日であります。

   Shin-Etsu Polymer 

       America, Inc.

   Shin-Etsu Polymer

      (Malaysia)Sdn.Bhd.

   Shin-Etsu Polymer 

       Europe B.V.

   蘇州信越聚合有限公司

   Shin-Etsu Polymer

     Mé xico, S.A.de C.V.

   P.T. Shin-Etsu Polymer

          Indonesia

   信越聚合物(上海)有限公司

   Shin-Etsu Polymer

       Hungary Kft.

   Shin-Etsu Polymer 

            Hong Kong Co.,Ltd.

      Shin-Etsu Polymer

            Singapore Pte.Ltd.

  連結財務諸表の作成に当たって

は、各連結子会社は仮決算を行

わず個々の決算日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との差

異から生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っ

ております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 (イ)有価証券(その他有価証券)

   時価のあるもの

 中間決算日の市場価格等に
基づく時価法(評価差額は全
部純資産直入法により処理
し、売却原価は総平均法によ
り算定)を採用しておりま
す。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (イ)有価証券(その他有価証券)

   時価のあるもの

          同左 

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 (イ)有価証券(その他有価証券)

   時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売
却原価は総平均法により算
定)を採用しております。

    時価のないもの     時価のないもの     時価のないもの

 総平均法による原価法を採

用しております。

同左               同左

 (ロ)デリバティブ  (ロ)デリバティブ  (ロ)デリバティブ

時価法を採用しております。                同左               同左

 (ハ)たな卸資産  (ハ)たな卸資産  (ハ)たな卸資産

主として総平均法による原価
法を採用しております。

   (会計方針の変更)
当社は、貯蔵品の評価基準及
び評価方法については、従
来、 終仕入原価法による原
価法によっておりましたが、
当中間連結会計期間より総平
均法による原価法に変更いた
しました。この変更は、新シ
ステムへの移行に伴い、たな
卸資産の評価基準及び評価方
法を総平均法による原価法に
統一するために行ったもので
あります。なお、この変更が
中間連結財務諸表及びセグメ
ント情報に与える影響は軽微
であります。  
 

主として総平均法による原価
法を採用しております。

   

主として総平均法による原価
法を採用しております。

   (会計方針の変更)
当社は、貯蔵品の評価基準及
び評価方法については、従
来、 終仕入原価法による原
価法によっておりましたが、
当連結会計年度より総平均法
による原価法に変更いたしま
した。この変更は、新システ
ムへの移行に伴い、たな卸資
産の評価基準及び評価方法を
総平均法による原価法に統一
するために行ったものであり
ます。なお、この変更が連結
財務諸表及びセグメント情報
に与える影響は軽微でありま
す。 
 



 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2)重要な減価償却資産の減価償
却の方法

 (イ)有形固定資産
当社及び国内連結子会社は、
定率法(ただし、平成10年4月
1日以降に取得した建物(附属
設備を除く)は定額法)、在外
連結子会社は主として定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。

    建物及び構築物
５～50年

    機械装置及び運搬具
２～10年

(2)重要な減価償却資産の減価償
却の方法

 (イ)有形固定資産
当社及び国内連結子会社は、
定率法(ただし、平成10年4月
1日以降に取得した建物(附属
設備を除く)は定額法)、在外
連結子会社は主として定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。

    建物及び構築物
５～50年

    機械装置及び運搬具
２～10年

   (会計方針の変更)
当社及び国内連結子会社は、
法人税法の改正に伴い、当中
間連結会計期間より、平成19
年4月1日以降に取得した有形
固定資産について、改正後の
法人税法に基づく減価償却の
方法に変更しております。こ
れにより、営業利益、経常利
益及び税金等調整前中間純利
益はそれぞれ56百万円減少し
ております。
なお、セグメント情報に与え
る影響は、当該箇所に記載し
ております。

   (追加情報)
当社及び国内連結子会社は、
法人税法の改正に伴い、平成
19年3月31日以前に取得した
資産については、改正前の法
人税法に基づく減価償却の方
法の適用により取得価額の5%
に到達した連結会計年度の翌
連結会計年度より、取得価額
の5%相当額と備忘価額との差
額を5年間にわたり均等償却
し、減価償却費に含めて計上
しております。 
この結果、従来の方法に比
べ、営業利益、経常利益及び
税金等調整前中間純利益がそ
れぞれ82百万円減少しており
ます。 
なお、セグメント情報に与え
る影響は、当該箇所に記載し
ております。

(2)重要な減価償却資産の減価償
却の方法

 (イ)有形固定資産
当社及び国内連結子会社は、
定率法(ただし、平成10年4月
1日以降に取得した建物(附属
設備を除く)は定額法)、在外
連結子会社は主として定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。

    建物及び構築物
５～50年

    機械装置及び運搬具
２～10年

 (ロ)無形固定資産
自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可
能期間(５年)に基づく定額法
を採用しております。

 (ロ)無形固定資産
同左

 (ロ)無形固定資産
同左



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準
  (イ)貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損
失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計
上しております。

 (3)重要な引当金の計上基準
 (イ)貸倒引当金

同左

 (3)重要な引当金の計上基準
 (イ)貸倒引当金

同左

  (ロ)賞与引当金
当社及び国内連結子会社は、
従業員賞与の支給に充てるた
め、支給見込額に基づき計上
しております。

 (ロ)賞与引当金
同左

 (ロ)賞与引当金
同左

  (ハ)役員賞与引当金
当社は、役員に対して支給す
る賞与の支出に充てるため、
当連結会計年度における支給
見込額の当中間連結会計期間
負担額を計上しております。

   (会計方針の変更)
当中間連結会計期間より、
「役員賞与に関する会計基
準」（企業会計基準第４号平
成17年11月29日）を適用して
おります。これにより営業利
益、経常利益及び税金等調整
前中間純利益は、それぞれ20
百万円減少しております。 
なお、セグメント情報に与え
る影響は、当該箇所に記載し
ております。

  (ハ)役員賞与引当金
当社は、役員に対して支給す
る賞与の支出に充てるため、
当連結会計年度における支給
見込額の当中間連結会計期間
負担額を計上しております。

 

  (ハ)役員賞与引当金
当社は、役員に対して支給す
る賞与の支出に充てるため、
当連結会計年度における支給
見込額に基づき計上しており
ます。

   (会計方針の変更)
当連結会計年度より、「役員
賞与に関する会計基準」（企
業会計基準第４号平成17年11
月29日）を適用しておりま
す。これにより営業利益、経
常利益及び税金等調整前当期
純利益は、それぞれ46百万円
減少しております。 
なお、セグメント情報に与え
る影響は、当該箇所に記載し
ております。

  (ニ)退職給付引当金
当社及び国内連結子会社は、
従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、当中間連
結会計期間末において発生し
ていると認められる額を計上
しております。
数理計算上の差異は、各連結
会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(５年)による定
額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度か
ら費用処理することとしてお
ります。
過去勤務債務は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)によ
る定額法により費用処理する
こととしております。

  (ニ)退職給付引当金
同左

 (ニ)退職給付引当金
当社及び国内連結子会社は、
従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき計上してお
ります。
数理計算上の差異は、各連結
会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(５年)による定
額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度か
ら費用処理することとしてお
ります。
過去勤務債務は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)によ
る定額法により費用処理する
こととしております。

  (ホ)役員退職慰労引当金
当社及び国内連結子会社４社
は、役員の退職慰労金の支給
に備えるため、各社の内規に
基づく中間期末要支給額を計
上しております。 
 

  (ホ)役員退職慰労引当金
同左

  (ホ)役員退職慰労引当金
当社及び国内連結子会社４社
は、役員の退職慰労金の支給
に備えるため、各社の内規に
基づく期末要支給額を計上し
ております。 
 



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (4)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

    外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。

    なお、在外子会社の資産及

び負債は、在外子会社の中

間決算日における直物為替

相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めておりま

す。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

         同左

    

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

    外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。

    なお、在外子会社の資産及

び負債は、在外子会社の決

算日における直物為替相場

により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株

主持分に含めております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  (イ)ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理を採用して

おります。

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

    為替予約

    …外貨建売掛金

  (ハ)ヘッジ方針

    当社グループ(当社及び連

結子会社)は為替相場の変

動リスクを回避する目的

で、外貨建売掛金について

為替予約取引を行っており

ます。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  (イ)ヘッジ会計の方法

同左

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  (ハ)ヘッジ方針

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  (イ)ヘッジ会計の方法

同左

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  (ハ)ヘッジ方針

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ手段及びヘッジ対象

について中間期末及び期末

毎にヘッジ効果を検証して

おります。なお、ヘッジ手

段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一である場合

には、本検証を省略してお

ります。

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ております。

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

   中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっ

ております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

   連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

  

 表示方法の変更 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

―――――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第５号

平成17年12月９日)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は60,580百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日)を

適用しております。  

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は65,753百万円であります。  

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

(ストック・オプション等に関する

会計基準)

―――――――――― (ストック・オプション等に関する

会計基準)

 当中間連結会計期間より、「スト

ック・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準第８号 平成17

年12月27日)及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第11号

平成18年５月31日)を適用しており

ます。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ133百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

当連結会計年度より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準第８号 平成17年12

月27日)及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第11号 平

成18年５月31日)を適用しておりま

す。  

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ133百万円減少しております。  

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

―――――――――― (中間連結貸借対照表関係)

  前中間連結会計期間において、流動負債の部に区分

掲記していた「設備関係支払手形」（当中間連結会計

期間末212百万円）については、当中間連結会計期間よ

り「支払手形及び買掛金」に含めて表示することとし

ました。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

49,176百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

54,005百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

52,086百万円

 

※２ このうち担保に供している資

産の額(簿価)

建物及び構築物 15百万円

土地 10百万円

合計 25百万円

   上記に対応する債務

短期借入金 
(一年内返済予定 
の長期借入金)

2百万円

長期借入金 13百万円

合計 16百万円

※２   ――――――――

   

 

※２ このうち担保に供している資

産の額(簿価)

建物及び構築物 15百万円

土地 10百万円

合計 25百万円

   上記に対応する債務

短期借入金 
(一年内返済予定 
の長期借入金)

2百万円

長期借入金 12百万円

合計 14百万円

 ３ 偶発債務

   当社従業員の住宅資金借入に

対する保証債務

41百万円

 ３ 偶発債務

   当社従業員の住宅資金借入に

対する保証債務

32百万円

 ３ 偶発債務

   当社従業員の住宅資金借入に

対する保証債務

35百万円

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理

   中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。

なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が中間

連結会計期間末日の残高に含

まれております。

   受取手形     808百万円

   支払手形      1,154百万円

   設備関係支払手形 144百万円

※５   ――――――――

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理

   中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。

なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が中間

連結会計期間末日の残高に含

まれております。

   受取手形       856百万円

   支払手形       1,123百万円

   

※５   ――――――――

 

※４ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理

   連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。

なお、当連結会計年度の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が当連結会

計年度末残高に含まれており

ます。

   受取手形      1,021百万円

      支払手形       1,070百万円

     設備関係支払手形  16百万円

※５ 収用等に伴い有形固定資産の

取得価額から控除した圧縮記

帳額

建物及び構築物 41百万円

土地 25百万円

合計 67百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は、次のとおりで

あります。

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は、次のとおりで

あります。

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は、次のとおりで

あります。

荷造・運搬費      1,289百万円 荷造・運搬費      1,523百万円  荷造・運搬費      2,669百万円

給料手当          1,603百万円 給料手当          1,571百万円 給料手当          3,360百万円

  賞与引当金繰入額    686百万円 賞与引当金繰入額    612百万円 賞与引当金繰入額  1,181百万円

退職給付引当金繰入額 98百万円 退職給付引当金繰入額 87百万円 退職給付引当金繰入額202百万円

研究開発費        1,287百万円 研究開発費        1,411百万円 研究開発費        2,702百万円

※２   ――――――― ※２   ――――――― ※２ 固定資産売却益の内訳は下記

のとおりであります。

機械装置及び運搬具   16百万円

「有形固定資産」のその他      

                     0百万円

合計 16百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は下記

のとおりであります。

※３ 固定資産除却損の内訳は下記

のとおりであります。

※３ 固定資産除却損の内訳は下記

のとおりであります。

  建物及び構築物       24百万円   建物及び構築物        3百万円   建物及び構築物       41百万円

機械装置及び運搬具   27百万円 機械装置及び運搬具   30百万円 機械装置及び運搬具   62百万円

  「有形固定資産」のその他       「有形固定資産」のその他      土地                  4百万円

11百万円                      12百万円  「有形固定資産」のその他     

無形固定資産          1百万円 合計 45百万円 27百万円

合計 63百万円 無形固定資産          1百万円

合計 137百万円

※４   ――――――― ※４   ――――――― ※４ 欧州事業において、生産体制

再編の一環として、一部工場閉

鎖を決定した事に基づき、関連

費用を計上しております。

※５   ――――――― ※５ 過年度法人税等は、主に当社

と欧州子会社との間の取引に関

する移転価格の更正によるもの

であります。

※５   ――――――― 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   
  
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（注）１．株式数の増加の内訳は、会社法第165条第2項の規定に基づく取締役会決議による取得100,000株及び単元

未満株式の買取請求による増加3,380株であります。 

２．株式数の減少の内訳は、新株予約権の権利行使による減少25,000株及び単元未満株式の買増請求による

減少270株であります。 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

 
  

株式の種類
株 式 数 (株)

前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 82,623,376 ― ― 82,623,376

株式の種類
株 式 数 (株)

前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 1,498,996 103,380 25,270 1,577,106

会社名 新株予約権の内訳

新株予約権の 

 目的となる 

 株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結会計 

期間末残高 

（百万円）

前連結会計

年度末
増加 減少 当中間連結

会計期間末

提出会社 ストック・オプション
としての新株予約権

― 133

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 486 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年10月24日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 486 6.00 平成18年９月30日 平成18年12月５日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（注）１．株式数の増加の内訳は、単元未満株式の買取請求による増加2,161株であります。 

２．株式数の減少の内訳は、新株予約権の権利行使による減少42,000株及び単元未満株式の買増請求による

減少220株であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

 
  

株式の種類
株 式 数 (株)

前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 82,623,376 ― ― 82,623,376

株式の種類
株 式 数 (株)

前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 1,408,326 2,161 42,220 1,368,267

会社名 新株予約権の内訳

新株予約権の 

 目的となる 

 株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結会計 

期間末残高 

（百万円）

前連結会計

年度末
増加 減少 当中間連結

会計期間末

提出会社 ストック・オプション
としての新株予約権

― 221

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 730 9.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月25日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 609 7.50 平成19年９月30日 平成19年11月30日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）１．株式数の増加の内訳は、会社法第165条第２項の規定に基づく取締役会決議による取得100,000株及び単

元未満株式の買取請求による増加5,790株であります。 

２．株式数の減少の内訳は、新株予約権の権利行使による減少196,000株及び単元未満株式の買増請求による

減少460株であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類（株） 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 82,623,376 ― ― 82,623,376

株式の種類（株） 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 1,498,996 105,790 196,460 1,408,326

会社名 新株予約権の内訳
新株予約権の目的

となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末

残高（百万円）前連結会計

年度末
増加 減少 当連結会計

年度末

提出会社 ストック・オプション
としての新株予約権

― 133

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

普通株式 486 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年10月24日 
取締役会

普通株式 486 6.00 平成18年９月30日 平成18年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年6月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 730 9.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 26,952百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金等

△272百万円

現金及び現金同等物 26,680百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 26,553百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金等

△500百万円

現金及び現金同等物 26,053百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金勘定 28,953百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金等

△165百万円

現金及び現金同等物 28,787百万円



次へ 

(リース取引関係) 

 
  

   

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

有形固定資産 
「その他」

35 33 2

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア)

82 74 7

合計 118 108 9

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア)

18 7 11

合計 18 7 11

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産
「その他」

35 35 ―

無形固定資産
(ソフト 
ウェア)

82 77 4

合計 118 113 4

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定しており

ます。

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定しており

ます。

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。

 

 ②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 7百万円

１年超 2百万円

合計 9百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

 

 ②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 2百万円

１年超 8百万円

合計 11百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

 

 ②未経過リース料期末残高相当

額    

１年内 2百万円

１年超 2百万円

合計 4百万円

    なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定

しております。

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 18百万円

減価償却費相当額 18百万円

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23百万円

 ④減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

 ④減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 ― 百万円

合計 0百万円

２  ――――――― ２   ―――――――

  



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

株式 558 1,290 731

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 558 1,290 731

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 54

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

株式 840 1,462 622

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 840 1,462 622

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 54



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

  

  

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

株式 869 1,611 741

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 869 1,611 741

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 53



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 
  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

 
  

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

 
  

（注）１ 時価の算定方法 

            為替予約取引...決算時の為替相場に基づき算定しております。 

      通貨スワップ取引...契約金融機関から提示された価格を使用しております。 

      金利スワップ取引...契約金融機関から提示された価格を使用しております。 

      ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

対象物 
の種類

取引の種類
契約額等 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨

為替予約取引(売建) 2,201 2,225 △23

通貨スワップ取引 623 △28 △28

金利 金利スワップ取引 175 △1 △1

対象物 
の種類

取引の種類
契約額等 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨

為替予約取引(売建) 921 920 0

通貨スワップ取引 1,288 41 41

金利 金利スワップ取引 82 △0 △0

対象物 
の種類

取引の種類
契約額等 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

通貨

為替予約取引(売建) 1,420 1,413 6

通貨スワップ取引 577 △40 △40

金利 金利スワップ取引 130 △1 △1



(ストック・オプション等関係) 

 前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１.ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

   一般管理費 133百万円 

  ２.当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 
(注)1.新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった場合、該当しなくなった日から２年経過した日以後、新株

予約権を行使することができません。 

        (1)当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託    

      (2)当社のグループ会社又は当社が認めた会社若しくは団体等の役員又は従業員 

   2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から６ヶ月間に限りこれを行使

することができます。 

  3.その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

  

 当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

１.ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

   一般管理費  87百万円 

  ２.当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 
(注)1.新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった場合、該当しなくなった日から２年経過した日以後、新株

予約権を行使することができません。 

        (1)当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託    

      (2)当社のグループ会社又は当社が認めた会社若しくは団体等の役員又は従業員 

   2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から６ヶ月間に限りこれを行使

平成１８年 ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名、当社使用人13名、子会社取締役9名

株式の種類別のストック・オプション付与数 普通株式 415,000株

付与日 平成18年9月7日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間は定めておりません。

権利行使期間 平成18年12月1日～平成23年11月30日（注）

権利行使価格（円） 1株当たり 1,838

付与日における公正な評価単価（円） 1株当たり  322

平成１９年 ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名、当社使用人12名、子会社取締役13名

株式の種類別のストック・オプション付与数 普通株式 465,000株

付与日 平成19年8月8日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間は定めておりません。

権利行使期間 平成19年12月1日～平成24年11月30日（注）

権利行使価格（円） １株当たり 1,643

付与日における公正な評価単価（円） １株当たり  188



することができます。 

  3.その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 
  



 前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１.ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   一般管理費 133百万円 

  ２.当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

 
  

  

平成14年    
ストック・オプション

平成15年    
ストック・オプション

平成16年 
ストック・オプション

付与対象者の区分 当社取締役 10名 当社取締役 10名 当社取締役 10名

及び人数 当社使用人 16名 当社使用人 15名 当社使用人 15名

株式の種類別のストック 普通株式  410,000株 普通株式  410,000株 普通株式  410,000株

・オプション付与数

付与日 平成14年7月23日 平成15年7月23日 平成16年7月27日

権利確定条件
権利確定条件は付され

同左 同左
ておりません。

対象勤務期間
対象勤務期間は定めて

同左 同左
おりません。

権利行使期間
平成14年10月1日 平成15年12月1日 平成16年12月1日
   ～平成19年9月30日  ～平成20年11月30日  ～平成21年11月30日

権利行使価格（円） １株当たり  465 １株当たり  613 １株当たり  663

付与日における公正な
― ― ―

評価単価（円）

平成17年    
ストック・オプション

平成18年    
ストック・オプション

付与対象者の区分 当社取締役 10名 当社取締役 10名

及び人数 当社使用人 13名 当社使用人 13名

 子会社取締役 8名   子会社取締役 9名  

株式の種類別のストック 普通株式  400,000株 普通株式  415,000株

・オプション付与数

付与日 平成17年8月1日 平成18年9月7日

権利確定条件
 権利確定条件は付され

同左
ておりません。

対象勤務期間
対象勤務期間は定めて

同左
おりません。

権利行使期間
平成17年12月1日 平成18年12月1日
  ～平成22年11月30日  ～平成23年11月30日

権利行使価格（円） １株当たり  937 １株当たり  1,838

付与日における公正な
―                322

評価単価（円）



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

  

電子・機能 
部材関連事業 
(百万円)

包装資材
関連事業 
(百万円)

建設資材・工
事関連事業他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

32,654 14,723 7,018 54,396 ― 54,396

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 8 455 464 (464) ―

計 32,654 14,732 7,474 54,861 (464) 54,396

  営業費用 28,063 12,733 7,606 48,403 (75) 48,327

  営業利益又は 
  営業損失(△)

4,590 1,999 △132 6,457 (389) 6,068

電子・機能 
部材関連事業 
(百万円)

包装資材
関連事業 
(百万円)

建設資材・工
事関連事業他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

27,473 17,614 6,564 51,652 ― 51,652

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 6 746 752 (752) ―

計 27,473 17,620 7,310 52,405 (752) 51,652

  営業費用 24,623 14,609 7,278 46,512 (267) 46,244

  営業利益 2,850 3,010 32 5,893 (484) 5,408

電子・機能 
部材関連事業 
(百万円)

包装資材
関連事業 
(百万円)

建設資材・工
事関連事業他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

63,390 30,255 14,138 107,784 ― 107,784

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 16 1,343 1,360 (1,360) ―

計 63,390 30,272 15,482 109,144 (1,360) 107,784

  営業費用 54,980 25,862 15,586 96,430  (500) 95,929

  営業利益又は 
  営業損失(△)

8,409 4,409 △104 12,714 (859) 11,854



(注) １ 事業区分の方法：事業の種類・性質を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称 

電子・機能部材関連事業 ：キーパッド、インターコネクター、OA機器用部品、シリコーンゴム成形品、塩

ビコンパウンド 

包装資材関連事業    ：半導体関連容器、キャリアテープ関連製品、ラップフィルム、プラスチックシ

ート関連製品 

建設資材・工事関連事業他：塩ビパイプ関連製品、外装材関連製品、建築・店舗の設計・施工、その他 

３ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用 

前中間連結会計期間：394百万円(基礎的研究開発費) 

当中間連結会計期間：449百万円(基礎的研究開発費) 

前連結会計年度  ：847百万円(基礎的研究開発費) 

４ 会計方針の変更 

（前中間連結会計期間） 

当中間連結会計期間より、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(3)(ハ)「役員

賞与引当金」に記載のとおり、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29

日）を、また「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日）をそれぞ

れ適用しております。これにより当中間連結会計期間の営業費用は、「電子・機能部材関連事業」で95

百万円、「包装資材関連事業」で39百万円、「建設資材・工事関連事業他」で18百万円それぞれ増加

し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

（当中間連結会計期間） 

当中間連結会計期間より、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(2)(イ)「有形

固定資産」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。こ

れにより当中間連結会計期間の営業費用は、「電子・機能部材関連事業」で17百万円、「包装資材関連

事業」で28百万円、「建設資材・工事関連事業他」で1百万円、「消去又は全社」で8百万円それぞれ増

加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。   

（前連結会計年度） 

当連結会計年度より、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(3)(ハ)「役員賞与

引当金」に記載のとおり、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）

を、また「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日）をそれぞれ適

用しております。これにより当連結会計年度の営業費用は、「電子・機能部材関連事業」で109百万円、

「包装資材関連事業」で48百万円、「建設資材・工事関連事業他」で21百万円それぞれ増加し、営業利

益はそれぞれ同額減少しております。 

５ 追加情報 

（前中間連結会計期間） 

記載すべき事項はありません。 

（当中間連結会計期間） 

当中間連結会計期間より、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(2)(イ)「有形

固定資産」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前

に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより当中間連結会計期間の営業費用は、「電

子・機能部材関連事業」で13百万円、「包装資材関連事業」で44百万円、「建設資材・工事関連事業

他」で13百万円、「消去又は全社」で10百万円それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しており

ます。   

（前連結会計年度） 

記載すべき事項はありません。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
  
  

日本 
(百万円)

アジア 
(百万円)

欧州
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

30,661 10,171 7,714 5,849 54,396 ― 54,396

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,396 7,854 1 5 14,256 (14,256) ―

計 37,057 18,025 7,715 5,854 68,653 (14,256) 54,396

  営業費用 35,152 15,020 6,681 5,382 62,237 (13,909) 48,327

  営業利益 1,904 3,004 1,034 472 6,416 (347) 6,068

日本 
(百万円)

アジア 
(百万円)

欧州
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

32,751 9,216 5,495 4,189 51,652 ― 51,652

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,346 5,733 ― 23 11,103 (11,103) ―

計 38,098 14,950 5,495 4,212 62,756 (11,103) 51,652

  営業費用 34,790 12,767 5,231 4,052 56,841 (10,597) 46,244

  営業利益 3,307 2,183 263 160 5,914 (506) 5,408

日本 
(百万円)

アジア 
(百万円)

欧州
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

61,095 20,046 15,222 11,419 107,784 ― 107,784

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,018 15,886 2 17 27,924 (27,924) ―

計 73,113 35,932 15,224 11,437 135,708 (27,924) 107,784

  営業費用 68,722 29,987 13,602 10,760 123,072 (27,142) 95,929

  営業利益 4,391 5,945 1,621 677 12,636 (781) 11,854



(注) １ 国又は地域の区分の方法：地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 
３ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用は、「事業の種類別セグメント情報」の

「(注)３」と同一であります。 

４ 会計方針の変更 

（前中間連結会計期間） 

当中間連結会計期間より、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(3)(ハ)「役員

賞与引当金」に記載のとおり、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29

日）を、また「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日）をそれぞれ

適用しております。これにより当中間連結会計期間の営業費用は、「日本」で153百万円増加し、営業利

益は同額減少しております。 

（当中間連結会計期間） 

当中間連結会計期間より、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(2)(イ)「有形

固定資産」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これに

より当中間連結会計期間の営業費用は、「日本」で56百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

（前連結会計年度） 

当連結会計年度より、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(3)(ハ)「役員賞与

引当金」に記載のとおり、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）

を、また「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日）をそれぞれ適用し

ております。これにより当連結会計年度の営業費用は、「日本」で179百万円増加し、営業利益は同額減

少しております。 

５ 追加情報 

（前中間連結会計期間） 

記載すべき事項はありません。 

（当中間連結会計期間） 

当中間連結会計期間より、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(2)(イ)「有形

固定資産」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前

に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより当中間連結会計期間の営業費用は、「日本」

で82百万円増加し、営業利益は同額減少しております。  

（前連結会計年度） 

記載すべき事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

アジア
シンガポール、 
マレーシア、香港、 
中国、インドネシア

同左 同左

欧州 オランダ、ハンガリー 同左 同左

北米 米国、メキシコ 同左 同左



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
  

(注) １ 国又は地域の区分の方法：地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 
   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,227 8,476 4,748 1,207 26,660

Ⅱ 連結売上高(百万円) 54,396

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.5 15.6 8.7 2.2 49.0

アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,588 5,932 4,167 577 22,266

Ⅱ 連結売上高(百万円) 51,652

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.4 11.5 8.1 1.1 43.1

アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 24,209 16,346 9,629 2,018 52,202

Ⅱ 連結売上高(百万円) 107,784

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.4 15.2 8.9 1.9 48.4

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 アジア  中国、香港、タイ、韓国  中国、香港、マレーシア  中国、香港、韓国

 欧州 ハンガリー、フィンランド、 
ドイツ

ハンガリー、ドイツ、 
フィンランド

同左

 北米 メキシコ、米国 米国 米国、メキシコ

 その他 
 の地域

ブラジル ――― ブラジル



(１株当たり情報) 
  

 
（注）１. １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 
  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
１株当たり純資産額 747.48円

 
１株当たり純資産額 851.68円

 
１株当たり純資産額 809.62円

 
１株当たり中間純利益 49.54円

 
１株当たり中間純利益 35.18円

 
１株当たり当期純利益 100.25円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

49.19円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

35.02円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

99.61円

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益(百万円) 4,017 2,858 8,133

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 
 (百万円)

4,017 2,858 8,133

普通株式の期中平均株式数(千株) 81,104 81,240 81,134

潜在株式調整後１株当たり中間(当期) 
純利益

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

普通株式増加数(千株) 578 365 522

(うち新株予約権(千株)) (578) (365) (522)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間(当期)純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式の概要

第5回新株予約権(新株
予約権の数3,050個)及
び第6回新株予約権(新
株 予 約 権 の 数 1,100
個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおり。

第5回新株予約権(新株
予約権の数3,050個)、
第6回新株予約権(新株
予約権の数1,100個)、
第7回新株予約権(新株
予約権の数1,250個)及
び第8回新株予約権(新
株 予 約 権 の 数 3,400
個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおり。

第5回新株予約権(新株
予約権の数3,050個)及
び第6回新株予約権(新
株 予 約 権 の 数 1,100
個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおり。

前中間連結会計期間末
平成18年９月30日

当中間連結会計期間末
平成19年９月30日

前連結会計年度末
平成19年３月31日

純資産の部の合計額(百万円) 61,236 70,080 66,478

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

655 876 725

（うち新株予約権） (133) (221) (133)

（うち少数株主持分） (522) (655) (591)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資
産額(百万円)

60,580 69,203 65,753

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末(期末)の普通株式の数(千
株)

81,046 81,255 81,215



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 11,700 9,907 12,074

   受取手形 ※４ 5,019 4,881 5,125

   売掛金 18,809 19,320 16,766

   たな卸資産 4,212 4,769 4,329

   短期貸付金 2,628 2,562 2,522

   未収入金 ※３ 1,601 1,652 1,598

   その他 1,259 703 949

   貸倒引当金 △267 △232 △291

  流動資産合計 44,964 64.4 43,565 62.7 43,075 63.4

Ⅱ 固定資産

  1 有形固定資産 ※１

   建物 ※２ 4,045 3,896 3,957

   機械及び装置 3,090 2,762 2,907

   土地 ※２ 5,552 5,552 5,552

   その他 1,400 1,439 1,498

   計 14,089 (20.2) 13,651 (19.6) 13,917 (20.5)

  2 無形固定資産 113 (0.2) 179 (0.3) 157 (0.2)

  3 投資その他の資産

   投資有価証券 6,197 6,366 6,518

   長期貸付金 1,802 3,174 1,804

   その他 2,642 2,545 2,515

   貸倒引当金 △3 △6 △4

   計 10,639 (15.2) 12,080 (17.4) 10,834 (15.9)

  固定資産合計 24,842 35.6 25,911 37.3 24,908 36.6

  資産合計 69,806 100.0 69,476 100.0 67,984 100.0



   

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 ※４ 4,394 6,391 4,317

   買掛金 12,240 12,485 12,370

   短期借入金 ※２ 2,062 1,061 2,062

   未払法人税等 518 921 ―

   賞与引当金 1,180 1,000 1,200

   役員賞与引当金 20 14 46

   設備関係支払手形 ※４ 431 ― 159

   その他 3,315 1,657 2,025

  流動負債合計 24,162 34.6 23,530 33.8 22,181 32.6

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 ※２ 2,743 1,679 2,212

   退職給付引当金 535 692 617

   役員退職慰労引当金 258 318 286

  固定負債合計 3,537 5.1 2,689 3.9 3,116 4.6

  負債合計 27,700 39.7 26,219 37.7 25,297 37.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

  1 資本金 11,635 (16.7) 11,635 (16.8) 11,635 (17.1)

  2 資本剰余金

   (1)資本準備金 10,469 10,469 10,469

   資本剰余金合計 10,469 (15.0) 10,469 (15.1) 10,469 (15.4)

  3 利益剰余金

   (1)利益準備金 1,019 1,019 1,019

   (2)その他利益剰余金

    別途積立金 17,230 18,230 17,230

    繰越利益剰余金 2,302 2,293 2,764

   利益剰余金合計 20,551 (29.4) 21,543 (31.0) 21,013 (30.9)

  4 自己株式 △1,110 (△1.6) △967 (△1.4) △994 (△1.4)

   株主資本合計 41,546 59.5 42,680 61.5 42,124 62.0

Ⅱ 評価・換算差額等

  1 その他有価証券 
   評価差額金

426 (0.6) 354 (0.5) 427 (0.6)

   評価・換算差額等 
   合計

426 0.6 354 0.5 427 0.6

Ⅲ 新株予約権 133 0.2 221 0.3 133 0.2

   純資産合計 42,106 60.3 43,256 62.3 42,686 62.8

   負債・純資産合計 69,806 100.0 69,476 100.0 67,984 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 32,288 100.0 33,356 100.0 63,144 100.0

Ⅱ 売上原価 25,002 77.4 25,699 77.0 49,192 77.9

   売上総利益 7,285 22.6 7,656 23.0 13,951 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,259 19.4 6,132 18.4 11,660 18.5

   営業利益 1,026 3.2 1,523 4.6 2,290 3.6

Ⅳ 営業外収益 ※1 1,218 3.8 1,416 4.2 1,317 2.1

Ⅴ 営業外費用 ※2 187 0.6 184 0.5 240 0.4

   経常利益 2,057 6.4 2,755 8.3 3,368 5.3

Ⅵ 特別利益 ― ― 116 0.3 61 0.1

Ⅶ 特別損失 49 0.2 35 0.1 82 0.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

2,007 6.2 2,836 8.5 3,347 5.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

750 676 751

   過年度法人税等 ― 664 ―

   法人税等調整額 △123 626 1.9 234 1,575 4.7 251 1,002 1.6

   中間(当期)純利益 1,381 4.3 1,260 3.8 2,344 3.7



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年3月31日残高(百万円) 11,635 10,469 1,019 15,730 2,943 19,692

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立（注） 1,500 △1,500 ―

 剰余金の配当（注） △486 △486

 役員賞与の支給（注） △34 △34

 中間純利益 1,381 1,381

 自己株式の取得

 自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計(百万
円)

― ― ― 1,500 △640 859

平成18年9月30日残高(百万円) 11,635 10,469 1,019 17,230 2,302 20,551

株主資本
評価・換算差額

等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年3月31日残高(百万円) △944 40,853 493 ― 41,347

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立（注） ― ―

 剰余金の配当（注） △486 △486

 役員賞与の支給（注） △34 △34

 中間純利益 1,381 1,381

 自己株式の取得 △182 △182 △182

 自己株式の処分 15 15 15

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額）

△67 133 66

中間会計期間中の変動額合計(百万
円)

△166 692 △67 133 759

平成18年9月30日残高(百万円) △1,110 41,546 426 133 42,106



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

 
  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年3月31日残高(百万円) 11,635 10,469 1,019 17,230 2,764 21,013

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 1,000 △1,000 ―

 剰余金の配当 △730 △730

 中間純利益 1,260 1,260

 自己株式の取得

 自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計(百万
円)

― ― ― 1,000 △470 529

平成19年9月30日残高(百万円) 11,635 10,469 1,019 18,230 2,293 21,543

株主資本
評価・換算差額

等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年3月31日残高(百万円) △994 42,124 427 133 42,686

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ― ―

 剰余金の配当 △730 △730

 中間純利益 1,260 1,260

 自己株式の取得 △3 △3 △3

 自己株式の処分 29 29 29

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額）

△73 87 14

中間会計期間中の変動額合計(百万
円)

26 555 △73 87 570

平成19年9月30日残高(百万円) △967 42,680 354 221 43,256



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 11,635 10,469 1,019 15,730 2,943 19,692

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立（注） 1,500 △1,500 ―

 剰余金の配当（注） △486 △486

 剰余金の配当（中間配当） △486 △486

 役員賞与の支給（注） △34 △34

 当期純利益 2,344 2,344

 自己株式の取得 ―

 自己株式の処分 △15 △15

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ― 1,500 △178 1,321

平成19年３月31日残高(百万円) 11,635 10,469 1,019 17,230 2,764 21,013

株主資本
評価・換算差額

等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日残高(百万円) △944 40,853 493 ― 41,347

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立（注） ― ―

 剰余金の配当（注） △486 △486

 剰余金の配当（中間配当） △486 △486

 役員賞与の支給（注） △34 △34

 当期純利益 2,344 2,344

 自己株式の取得 △186 △186 △186

 自己株式の処分 136 121 121

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額）

△65 133 67

事業年度中の変動額合計(百万円) △49 1,271 △65 133 1,339

平成19年３月31日残高(百万円) △994 42,124 427 133 42,686



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  (イ)子会社株式

    総平均法による原価法を採

用しております。

  (ロ)その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

総平均法により算定)を

採用しております。

    時価のないもの

     総平均法による原価法を

採用しております。

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  (イ)子会社株式

同左

  (ロ)その他有価証券

    時価のあるもの

            同左 

 

 

 

 

  

    時価のないもの

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  (イ)子会社株式

同左

  (ロ)その他有価証券

    時価のあるもの

     決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平

均法により算定)を採用

しております。

    時価のないもの

       同左 

 (2) デリバティブ 

   時価法を採用しております。

 (2) デリバティブ

同左

 (2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

総平均法による原価法を採用し

ております。

  (会計方針の変更）

貯蔵品の評価基準及び評価方法

については、従来、 終仕入原

価法による原価法によっており

ましたが、当中間会計期間より

総平均法による原価法に変更い

たしました。この変更は、新シ

ステムへの移行に伴い、たな卸

資産の評価基準及び評価方法を

総平均法による原価法に統一す

るために行ったものでありま

す。なお、この変更による影響

は軽微であります。

 (3) たな卸資産

総平均法による原価法を採用し

ております。

  

 (3) たな卸資産

総平均法による原価法を採用し

ております。

  (会計方針の変更）

貯蔵品の評価基準及び評価方法

については、従来、 終仕入原

価法による原価法によっており

ましたが、当事業年度より総平

均法による原価法に変更いたし

ました。この変更は、新システ

ムへの移行に伴い、たな卸資産

の評価基準及び評価方法を総平

均法による原価法に統一するた

めに行ったものであります。な

お、この変更が財務諸表に与え

る影響は軽微であります。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産  (1) 有形固定資産  (1) 有形固定資産

   定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については

定額法)を採用しておりま

す。

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

   定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については

定額法)を採用しておりま

す。

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

   定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については

定額法)を採用しておりま

す。

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

    建物及び構築物

             ７～50年

    建物及び構築物

             ７～50年

    建物及び構築物

             ７～50年

    機械装置及び運搬具     機械装置及び運搬具     機械装置及び運搬具

            ４～８年             ４～８年             ４～８年

  (会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。これ

により、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益がそれ

ぞれ27百万円減少しておりま

す。

  (追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。 

これにより、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が

それぞれ63百万円減少してお

ります。

 (2) 無形固定資産  (2) 無形固定資産  (2) 無形固定資産

   自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

       同左 

 

       同左 

 



 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ３ 引当金の計上基準  ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計

上しております。

 (1) 貸倒引当金 

    同左

 (1) 貸倒引当金 

    同左

 (2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上

しております。

 (2) 賞与引当金 

    同左

 (2) 賞与引当金 

    同左

 （3) 役員賞与引当金  (3) 役員賞与引当金  (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上して

おります。

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上して

おります。

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額に基づ

き計上しております。

  (会計方針の変更)    (会計方針の変更)

当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号平成17年11

月29日)を適用しておりま

す。

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、

それぞれ20百万円減少してお

ります。

当事業年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会

計基準第４号平成17年11月29

日)を適用しております。

これにより営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、

それぞれ46百万円減少してお

ります。

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により費用処理する

こととしております。

 (4) 退職給付引当金 

    同左 

 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により費用処理する

こととしております。

 (5) 役員退職慰労引当金  (5) 役員退職慰労引当金  (5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社内規に基づく

中間期末要支給額を計上して

おります。

同左 

 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社内規に基づく

期末要支給額を計上しており

ます。



 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨
への換算基準

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨
への換算基準

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨
への換算基準

外貨建金銭債権債務は中間決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

同左
 

外貨建金銭債権債務は決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

５ リース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計
処理によっております。

５  ―――――――――― ５ リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計
処理によっております。

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。ただし、振当処理の

要件を満たしている通貨スワ

ップについては振当処理を、

また特例処理の要件を満たし

ている金利スワップ取引につ

いては特例処理を、それぞれ

採用しております。

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約：外貨建売掛金      同左        同左

通貨スワップ：外貨建長期貸

付金

金利スワップ：変動金利長期

貸付金

 (3) ヘッジ方針

当社は為替相場の変動リスク

を回避する目的で、外貨建売

掛金について為替予約取引

を、外貨建長期貸付金につい

て通貨スワップ取引を行って

おります。また、金利変動リ

スクを回避する目的で、変動

金利長期貸付金について金利

スワップ取引を行っておりま

す。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象に

ついて中間期末及び期末毎に

ヘッジ効果を検証しておりま

す。なお、ヘッジ手段とヘッ

ジ対象に関する重要な条件が

同一である場合には、本検証

を省略しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

７  その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）
――――――――――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は41,972百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月9日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月9日）を適用

しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は42,552百万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

(ストック・オプション等に関する

会計基準）
――――――――――――

(ストック・オプション等に関する

会計基準）

 当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第１１

号 平成18年5月31日）を適用してお

ります。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

133百万円減少しております。

 当事業年度より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第１１号 平成

18年5月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ

133百万円減少しております。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

―――――――――― (中間貸借対照表関係)

  
 

 前中間会計期間において、流動負債の部に区分掲記して

いた「設備関係支払手形」（当中間会計期間末212百万

円）については、当中間会計期間より「支払手形及び買掛

金」に含めて表示することとしました。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

25,542百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

26,285百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

26,095百万円

※２ このうち担保に供している資

産の額(簿価)

建物 15百万円

土地 10百万円

合計 25百万円

※２   ――――― ※２ このうち担保に供している資

産の額(簿価)

建物 15百万円

土地 10百万円

合計 25百万円

   上記に対応する債務

短期借入金

(一年内返済 
予定の長期 
借入金)

2百万円

長期借入金 13百万円

合計 16百万円

  

   上記に対応する債務

短期借入金

(一年内返済 
予定の長期 
借入金)

2百万円

長期借入金 12百万円

合計 14百万円

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、200百万円

を流動資産の「未収入金」に

含めて表示しております。

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、180百万円

を流動資産の「未収入金」に

含めて表示しております。

※３    ───── 

 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理

※４ 事業年度末日満期手形の会計

処理

   中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。

   中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。

   期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理しております。

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計

期間末日の残高に含まれてお

ります。

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計

期間末日の残高に含まれてお

ります。

   なお、当事業年度の末日は金

融機関の休日であったため、

次の満期手形が当事業年度末

残高に含まれております。

   受取手形     702百万円    受取手形     726百万円    受取手形     855百万円

      支払手形       919百万円 

      設備関係支払手形 144百万円

      支払手形      1,139百万円       支払手形     1,035百万円 

      設備関係支払手形  16百万円

 ５ 偶発債務

   従業員の住宅資金借入に対す

る保証債務

41百万円

 ５ 偶発債務

   従業員の住宅資金借入に対す

る保証債務

32百万円

 ５ 偶発債務

   従業員の住宅資金借入に対す

る保証債務

35百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
(注)1.株式数の増加の内訳は、会社法第165条第2項の規定に基づく取締役会決議による取得100,000株及び単元未満株式

の買取請求による増加3,380株であります。 

    2.株式数の減少の内訳は、新株予約権の権利行使による減少25,000株及び単元未満株式の買増請求による減少270株

であります。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
(注)1.株式数の増加の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加2,161株であります。 

    2.株式数の減少の内訳は、新株予約権の権利行使による減少42,000株及び単元未満株式の買増請求による減少220株

であります。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)1.株式数の増加の内訳は、会社法第165条第2項の規定に基づく取締役会決議による取得100,000株及び単元未満株式

の買取請求による増加5,790株であります。 

    2.株式数の減少の内訳は、新株予約権の権利行使による減少196,000株及び単元未満株式の買増請求による減少460

株であります。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目  ※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息      55百万円    受取利息     56百万円   受取利息       103百万円

   受取配当金    1,130百万円    受取配当金   1,337百万円   受取配当金    1,174百万円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目

      支払利息      48百万円       支払利息    39百万円      支払利息       93百万円

   為替差損      137百万円    為替差損      142百万円   為替差損       143百万円

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額

      有形固定資産     748百万円       有形固定資産     831百万円      有形固定資産   1,616百万円

      無形固定資産      19百万円       無形固定資産      28百万円      無形固定資産      40百万円

株式の種類
株  式  数  （株）

前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

   普通株式 1,498,996 103,380 25,270 1,577,106

株式の種類
株  式  数  （株）

前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

   普通株式 1,408,326 2,161 42,220 1,368,267

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,498,996 105,790 196,460 1,408,326



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

有形固定資産 
「その他」

26 25 0

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア)

72 70 2

合計 98 96 2

１  ―――――――

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 ①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産
「その他」

26 26 ―

無形固定資産
(ソフト 
ウェア)

72 72 ―

合計 98 98 ―

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定しており

ます。

    なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。

 

 ②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 2百万円

１年超 ― 百万円

合計 2百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

 

  

 ②未経過リース料期末残高相当

額    

    上記のリース物件は、いずれも

当事業年度末でリース期間を満

了しているため、未経過リース

料期末残高相当額はありませ

ん。

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 16百万円

減価償却費相当額 16百万円

  ③支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 18百万円

減価償却費相当額 18百万円

 ④減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

 ④減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 ― 百万円

合計 0百万円

２  ―――――――

 

２  ―――――――



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものは所有しておりません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものは所有しておりません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものは所有しておりません。 

  



(１株当たり情報) 
  

 
（注）１. １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

 
  

    ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
１株当たり純資産額 517.89円

 
１株当たり純資産額 529.63円

 
１株当たり純資産額 523.95円

 
１株当たり中間純利益 17.03円

 
１株当たり中間純利益 15.51円

 
１株当たり当期純利益 28.90円

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益

16.91円
潜在株式調整後１株当たり
中間純利益

15.45円
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益

28.71円

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益(百万円) 1,381 1,260 2,344

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利
益 (百万円)

1,381 1,260 2,344

普通株式の期中平均株式数(千株) 81,104 81,240 81,134

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

普通株式増加数(千株) 578 365 522

（うち新株予約権(千株)) (578) (365) (522)

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間(当期)純利益金
額の算定に含めなかった潜在株式の概
要

第５回新株予約権（新
株 予 約 権 の 数 3,050
個）及び第６回新株予
約権（新株予約権の数
1,100個）。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおり。

第５回新株予約権（新
株 予 約 権 の 数 3,050
個）、第６回新株予約
権（新株予約権の数
1,100個）、第７回新
株予約権（新株予約権
の数1,250個）及び第
８回新株予約権（新株
予 約 権 の 数 3,400
個）。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおり。

第５回新株予約権（新
株 予 約 権 の 数 3,050
個）及び第６回新株予
約権（新株予約権の数
1,100個）。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおり。

前中間会計期間末
平成18年９月30日

当中間会計期間末
平成19年９月30日

前事業年度末
平成19年３月31日

純資産の部の合計額(百万円) 42,106 43,256 42,686

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

133 221 133

（うち新株予約権） (133) (221) (133)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資
産額(百万円)

41,972 43,035 42,552

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末(期末)の普通株式の数 
(千株)

81,046 81,255 81,215



(2) 【その他】 

(中間配当) 

平成19年10月25日開催の取締役会において、第48期の中間配当を行うことを決議しました。 

 
  

  

中間配当金総額 609百万円

１株当たりの金額 ７円50銭



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第47期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日 
関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の 
訂正報告書

(1)の有価証券報告書に係る訂正報告
書であります。

平成19年10月24日 
関東財務局長に提出。

(3) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第２号の２に基づく臨時報
告書であります。

平成19年７月24日 
関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書の訂正 
報告書

(3)の臨時報告書に係る訂正報告書で
あります。

平成19年８月８日 
関東財務局長に提出。

(5) 有価証券届出書及 
びその添付書類

新株予約権証券 平成19年７月24日 
関東財務局長に提出。

(6) 有価証券届出書の 
訂正報告書

(5)の有価証券届出書及びその添付書
類に係る訂正報告書であります。

平成19年８月８日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成18年12月16日

信越ポリマー株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている信越ポリマー株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、信越ポリマー株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当中間連結会計

期間より「役員賞与に関する会計基準」を適用している。 

２．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連

結会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基準」及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

監査法人原会計事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  利  穂  忠  一  ㊞

業務執行社員 公認会計士  横  田  純  二  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成19年12月14日

信越ポリマー株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている信越ポリマー株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連

結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、信越ポリマー株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

監査法人原会計事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  横  田  純  二  ㊞

業務執行社員 公認会計士  六 本 木  浩 嗣  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成18年12月16日

信越ポリマー株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている信越ポリマー株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第47期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、信越ポリマー株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

  

１．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より

「役員賞与に関する会計基準」を適用している。 

２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期

間より「ストック・オプション等に関する会計基準」及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

監査法人原会計事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  利  穂  忠  一  ㊞

業務執行社員 公認会計士  横  田  純  二  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成19年12月14日

信越ポリマー株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている信越ポリマー株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第48期事業年度の

中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、信越ポリマー株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

監査法人原会計事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  横  田  純  二  ㊞

業務執行社員 公認会計士  六 本 木  浩 嗣  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。
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